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九
州
地
方
の
近
世
刑
事
判
決
録

金

田
平
一
郎

嶋

序

言

近
世
、
裁
判
例
保
存
の
事
は
、
幕
府
が
從
來
の
方
針
を
変
更
し
て
、
之
を
許
る
し
初
め
た
寛
文
年
勲
以
降
公
然
で
行
は
れ
る
に
至

り
、
爾
來
幕
府
並
び
に
藩

に
於

て
そ
の
頗
る
多
い
の
を
見
る
の
で
あ
る
。

當
時
の
判
決
例
牧
録
の
甜
子
は
種
々
雑
多
、
役
所
日
記
の
如
き
に
も
牧
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
斬
決
例
蒐
録
を
主
目
的

と
せ
る
も
の
叉
少
く
な

い
。
こ
ゝ
に

判
決
録
と
は
此
種
の
も
の
で
あ
る
.

扱

て
、
九
州
地
方
そ
の
例
に
洩
れ
す
、
判
例
の
保
存
せ
ら
れ
る
も
の
少
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
以
下
私
の
知
る
當
地
方
の
近
世
刑

事
判
決
録
中
、
重
要
な
る
も
の
に
就
き
、
そ
の
成
立
、
傅
本
、
内
容
、
価
値

等
を
考
究
し
て
見
よ
う
と
思
ふ
。

④

三
浦
周
行

「法
制
史
之
研
究
」
一
二
七
頁
以
下
、
小
出
義
雄
氏

『御
定
書
百
箇
條
編
纂
の
事
情
に
就
い
て
』
(「史
潮
」
第
四
年
三
號
)
一
一

三
頁
。

巳

第

閣
節

幕
府
長
崎
裁
判
所
刑
事
剰
決
録

犯
科
帳

寛
文
六
年
乃
至
慶
應
元
年
。
一
四
六
冊

(
冊
数
は
現
存
冊
数
な
リ
、
以
下
す
べ
て
同
じ
)。



第

一
項

成

立

長
崎
裁
判
を
記
録
せ
る

「
犯
科
帳
」
は
、
長
崎
奉
行
所
の
集
録
に
か
ゝ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
疑
を
容
れ
な

い
が
、
何
時
頃
そ
の
事

業
が
磯
起
せ
ら
れ
た
か
、
此
點
明
ら
か
で
な
い
。
只
、
前
述
の
如
く
幕
府
が
裁
判
記
録
の
保
存
を
許
る
し
初
め
た
の
が
寛
文
年
中
の

事
で
あ
奴
、
「
犯
科
帳
」
の
記
載
判
決
が
寛
文
六
年
に
初
ま
る
こ
と
か
ら
し
て
、
「
犯
科
帳
」
編
輯
の
事
は
臥
幕
府
の
此
漸
方
針
に
逸

早
く
從
つ
て
、
寛
文
年
代
か
ら
開
始
せ
ら
れ
た
も
の
と
の
推
定
も
出
來
よ
う
か
。

「
犯
科
帳
」
は
明
治
時
代
官
願
の
手
に
依

つ
て
、
整
理
さ
れ
修
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
が

(本
節
第
二
項
註
ω
参
照
)
、
「
犯
科
帳
」

の
名
は
古
く
か
ら
の
も
の
で
、
整
理
に
當
り
附
け
た
も
の
で
は
な
い
。
司
法
省
版

「御
仕
置
例
類
集
」
第

一
輯
古
類
集

ア
の

=
二
四

號
記
事

『
寛
政
八
辰
年
御
渡
」
長
崎
奉
行
平
賀
式
部
少
輔
伺
」
長
崎
之
も
の
共
、
宗
旨
吟
昧
之
儀

昌
付
評
儀
』
書
中
、に

『寛
文

・
天

和
年
中
之
犯
科
帳
書
抜
共
、
先
達

て
式
部
少
輔
唐
中
談
、
長
崎
表
留
帳
爲
、
差
遣
候
間
、
相
調
候
處
、
云
々
』
、
叉

「
犯
科
帳
」
第

三
冊
第
三
號
事
件
中
に
、
或
は
第
十
五
冊
第
六
十
九
號
事
件
中
の
朱
書

(本
節
第
四
項
註
①

に
掲
出
)

に
、

『
犯
科
帳
云
々
』

と
見

え
る
が
如
き
そ
の
例
誰
で
あ
る
。

①

序
言
註
。

第
二
項

傳

本

「
犯
科
帳
」
は
、
少
く
と
も
明
治
時
代
迄
は

一
の
副
本
も
な
く
、
原
本

一
種
が
存
在
し
た
に
止
ま
る
様
で
あ
る
。



㈲

原

本

先
づ
原
本
に
就
い
て
見
る
に
、

「
犯
科
帳
」

は
奮
幕
時
代
長
崎
奉
行
所
に
備

へ
ら
れ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ

る
が
、
下
つ
て
明
治
に

至
り
長
崎
縣
廃

に
引
櫃
が
れ
、
次
い
で
大
正
六
年

一
月
十
九
日
に
縣
立
長
崎
圖
書
館

に
移
管
さ
れ
今
日
に
及

ぶ
の
で
あ
る
。

尚
ほ

「
犯
科
帳
」
は

一
時
そ
の
存
在
が
忘
却
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
後
明
治
末
年
以
來
再
び
そ
の
存
在
が
認
識

せ
ら
れ
る
に
至
る
の
で

あ
る
。
之
を
護
見
し
、
そ
の
保
存
の
道
を
構
じ
、
略

よ
完
全
と
畳
し
き
状
態

に
て
、
今
日
に
傳
へ
た
の
は
、
長
崎
の
史
家
福
田
忠
昭

、

①

古
賀
十
二
郎
氏
等

で
あ
る
。

①

明
治
初
期

に
於
け
る
幕
府
時
代

の
諸
官
庁

記
録

の
散
逸

や
慶
棄

は

一
般
的
で
あ

つ
た
が
、

長
崎

の
そ
れ
に
就

い
て
は
、
福

田
忠
昭

の
手
記
に

依

つ
て
、
そ

の
詳
細
を
知
る
こ
と
が
禺
來

る
。

即
ち

「
長
崎
談
叢
」
第

一
輯
所
載

『
史
料
物
語
』

(
其

一
)

二
〇
頁
以
下
滲
看
。
此
の
如
き

時
代

を
無
事
通
過
し
て
、

「
犯
科
帳
」
が
保
存

せ
ら
れ
た
る
は
甚
だ
幸
と
す

べ
く
、

而
し

て
そ
れ
は
具
眼
者

の
功
積
に
負

ふ
所
大

と
云
は
ね

ば
な
ら
な

い
。

此
間

の
消
息
は
叉
、
福
田
忠
昭

の

『
史
科
物
語
』
(
其
二
)
(
昭
和
三
年
十

一
月
獲
行

「
長
崎
談
叢

」
第

三
輯
)
四
四
頁
以
下

に
詳

し
。
即
ち

『
何
年
頃
で
あ

つ
た
か
記
憶

し
て
居
な

い
が

「
古
賀
玉
園
山
人
が
伊
勢
町
邊
か
ら
犯
科
帳
を

一
冊
買

つ
た
。

そ

の
犯
科
帳
は

長
崎
縣
晦
所
藏

の
も
の
ら
し

い
」
と
言
ふ
事
を
耳
に
し
た

の
で
私
は
縣
臨

に
田
掛
け
た
序

の
時
に
李
家
知
事
に
尋

ね
た
事
が
あ

つ
た
。

知
事

は
直
ち
に
官
房

に
そ

の
有
無
を
命
ぜ
ら

れ
た
が
瑚
ら
な

い
。

そ

の
内
に
時

の
警
察
部
長
齋
藤
守
囲
氏
が
警
察
部
所
轄
の
地
下
室

に
何

や
ら
古

帳
面
が
積
ん
で
あ
る
と
告
げ
ら
れ
た
の
で
某
警
部

の
先
導

で
提
灯
を
貼

じ
て
該
室
に
入

つ
た
。

見
た
所
が
種

々
の
器
具
と
ゴ

ツ
チ
ヤ
に
犯
科

帳
が
積
ん
で
あ
る
早
速
之
を
整
理
し
灘
氣

の
な

い
室

に
移

し
て
貰

ひ
年
代
と
冊
数

と
を
調
べ

て
紛
失
な
き
様
願

つ
て
置

い
た
。

是

の
品
は
後

で
縣
立
圖
書
館

に
移
入
さ
れ
た
。
今

に
同
館
の
貴
重
史
料

と
な

つ
て
居
る
。
云

々
』
。
大
正
十
.五
年
十
月
発
行

「
歌
舞
伎
研
究
」
第
五
輯
所
載

永
見
徳
叩太
郎
氏

の

『
毛
剃

の
研
究
』
参
照
o

尚
ほ

今
日
長
崎
圖
書
館
藏

「
犯
科
帳
」

の
第

三
十

一
冊
に
は
、
古
賀

十
二
郎
氏

の
寄
贈
に
か

ふ
る
と

の
記
載
が
見
ら
れ
る
が
、

之
は
右
伊

勢
町
邊

に
て
同
氏
が
購

入
さ
れ
た
も
の
で
あ
リ
、

叉
現
在
、
各

冊
表
紙

に

『
警
察
』

の
大
朱
書
が
見
え
る
が
、

之
縣
晦
保
管
時
代
警
察

部
整



理

の
澄
跡
で
あ
る
。

口

副

本

「
犯
科
帳
」
副
本

と
し
て
は
、
目
下
私
の
作
成
し
つ
曳
あ
る
も
の
の
外
は
、
現
在
京
都
帝
國
大
學
所
藏
の
寛

文
六
年
乃
至
寛
政
五

年

の
分
の
六
十

一
冊
が
明
ら
か
な
る
の
み
に
て
、
他
の
存
在
は
知
る
所
が
な
い
。
尤
も
此
京
都
帝
國
大
學
の
副
本
が
、
複
爲
紙
を
用

ひ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
所
よ
り
、
少
く
と
も
他

に
同
時
に
作
れ
る
別
本
が
あ
つ
た
で
あ
ら
う
と
考

へ
ら
れ
、
叉
事
實
副
本
二

部
作
成
の
噂
も
聞
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
只
そ
の

一
部
の
行
方
に
就
い
て
は
今
知
る
所
が
な

い
の
で
あ
る
。
荷

ほ
京
都
帝
國
大
學
藏

副
本
は
、
書
店
を
通
じ
て
入
手
せ
る
も
の
で
、
此
副
本
作
成
の
経
緯
に
就

い
C
は
、
同
大
學
及
び
長
崎
圖
書
囎
共
に
之
を
知
ら
す
と

云
ふ
。
(京
都
帝
大
副
本

に
關
す
る
黙
小
早
川
欣
吾
氏
の
教
示
)
。

八

附

説

「法
曹
後
鑑
抜
葦
」
下
の
目
録
に

『
百
十
九

一
犯
科
帳
』

と
見
ゆ
る
が
、

此

「
犯
科
幌
」

と
長
崎

「
犯
科
帳

」
と̀
の
関
係
如
何
に

就

い
て
は
、
資
料
不
足
の
爲

め
未
だ
考
へ
す
。

先
年
東
京
某
古
書
店

の
販
喪
目
録
に
出
で
た
る

「
犯
科
帳
」
は
、
呉
秀
三
筆
爲
本
と
傳

へ
ら
る
ゝ
、
長
崎

「
犯
科
帳
」
の
抜
葦
本

に
し
て
、
二
百
字
詰
原
稿
用
紙

二
十
四
五
枚
程
の
小
冊
で
あ
る
。

叉
萱
岐
鰹
土
研
究
所
所
藏
の

「
犯
科
帳
」
は
、
壼
岐
島
に
流
罪
と
な
れ
る
旨
の
明
記
あ
る
も
の
及
び
壼
岐
人

に
て
庭
罰
ゼ
ら
れ
た

る
者

の
見
え
る
例
を
抄
爲

(
昭
和
十

一
年
、
十
二
年
)
せ
る
も
の
で
あ
る

(大
谷
穐
次
郎
氏
の
敏
示
)
。



第
三
項

内

容

「
犯
科
帳
」
は
、
近
世
に
於
け
る
長
崎
刑
事
判
決

(庶
民
に
対
す
る
)
録

と
云
ふ
を
適
當

と
す
る
の
で
あ
る
が
、
中
に
稀
に
民
事

判
決

及
び
行
政
的
事
件
處
断
の
記
事
或
は
叉
注
令
パ
例

へ
ば
第
十

一
柵
第
五
十
二
號
記
事
)
等
を
見
る
こ
と
が
み
る
。
恐
ら
く
そ
れ

等
は
、
誤
入
せ
る
も
の
と
見
る
べ
く
、
刑
事
判
決
蒐
録
が
、
「
犯
科
帳
」
の
目
的
で
あ
つ
忙
こ
と
疑
ふ
絵
地
が
な
い
。

「
犯
科
帳
」
記
載
の
判
決
は
、
長
崎
奉
行
專
決
の
判
決
の
み
に
止
ま
ら
す
、
江
戸
幕
府
に
経
伺
の
上
下
せ
る
判
決
を
も
包
含
し
て

居
る
。
叉
稀

に
犬
坂
判
決
を
も
牧
録
し
て
居
る

(第
十
四
冊
第
三
十
號
判
決
は
そ
の

一
例
)
。

「
犯
科
帳
」
の
判
決
記
載
様
式
は
、
判
決
要
旨

(行
刑
の
結
果
、
そ
の
後
の
赦
菟
等
を
併
記
せ
る
も
の
少
く
な

い
)
の
記
入
を
原

則
と
し
て
居
る
。
し
か
し
叉
稀
に

『
申
渡
の
畳
』
等
と
題
す
る
判
決
文
を
登
載
せ
る
こ
と
も
あ
る

(例

へ
ば
第

九
冊
そ
の
例
多
し
)
。

本
判
決
録
は
、
美
濃
中
版
型

(
?
)
厚
様
和
紙
の
簿
冊
で
あ
る
が
、
記
載
判
決
敷
は
、
寛
文
乃
至
慶
應

間
の
大
約
八
千
件
に
及
び
、
、

而
し
て
そ
の
間
判
例
を
見
ざ
る
年
次
は
な
い
の
で
あ
る
。
尤
も
そ
の
間
判
決
例
を
見
ざ
る
月
が
間

々
存
す
る
が
、
そ
れ
は
何
時
の
頃

か
脱
落

せ
る
結
果
と
考

へ
ら
れ
る
。
尚
ほ

、
之
等
各
判
決
に
は
、
そ
の
前
例

と
し
て
引
照
せ
る
判
決
を
朱
書
附
記
せ
る
も
の
少
な
か

ら
す
、
之
等
を
合
す
る
な
ら
ば
、
判
決
例
総
数
、

一
萬
を
は
る
か
に
超
ゆ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。

第
四
項
価
値

「
犯
科
帳
」
は
、
長
崎
を
傳

へ
る
文
献
こ
し
て
、
最
古
の
し
か
も
最

も
纒
ま
つ
た
も
の
の

一
つ
と
云
ふ
べ
く
、
甚
だ
貴
重
な
史
料



た
る
こ
と
云
ふ
迄
も
な

い
。
之
を
判
決
録

と
云
ふ
鐵
よ
り
の
み
す
る
も
、
古
く
我
國
に
於
て
作
成
せ
ら
れ
た
る
判
例
集
中
、
そ
の
冊

数の
點
に
於
て
は

「
御
仕
置
例
類
集
」
に
次
ぐ
も
、
そ
の
記
載
事
項
年
代
の
長
き
に
亘
る
こ
と
に
於
て
は
、
恐
ら
く
第

一
と
云
ふ
尺

く
、
我
判
決
例
集
中
尤
な
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
な

い
。
長
崎
刑
事
判
決
を
傳
ふ
る
も
の
と
し
て
は
、
勿
論
此
右
に
出
つ
る
も
の

は
存
し
な
い
。

近
世
史
に
於
け
る
長
崎
の
特
殊
な
地
位
を
考
ふ
る
時
、

「
犯
科
帳
」
は
近
世
史
料
と
し
て
叉
特
別
貴
重
な
価
値

を
持
つ
の
で
あ
る

が
、
法
制
史
に
あ
つ
て
も
同
様
の
事
が
云

へ
る
。
殊
に
例

へ
ば
當
時
の
貿
易
犯
を
考

へ
、
外
國
人
9
法
律
上

の
地
位
を
窺
ふ
に
は
、

本
書
は
必
す
参
照
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

此
の
如
く

「
犯
科
帳

」
は
、
貴
重
な
る
近
世
史
料
た
る
に
も
係
ら
す
、
亥
に
例
示
す
る
如
く
、
世
に
知
ら

れ
る
こ
と
必
す
し
も
廣

く
な
く
、
從
つ
て
引
用
参
照
せ
ら
れ
る
こ
と
も
少
い
の
で
あ
る
。

先
づ
今
日
迄
に
、
「
犯
科
帳
」
を
世
に
紹
介
せ
る
具
艦
例
に
し
て
私
の
偶
目
せ
る
も
の
を
學
ガ
る
と
、
e

大
正
十
四
年
の
序
文
の

あ
る

「
長
崎
市
史
」
風
俗
篇
の
参
考
史
料
目
録
中
に
之
を
掲
げ
た
る
が
そ
の

一
つ
ヤ

⇔

前
掲
永
見
徳
太
郎
氏
の

『
毛
剃
の
研
究
』

〆

(
本
節
第
二
項
註
ω
)
中
に
此
書
名
を
出
す
。
⇔

前
記
の
如
く
昭
和
三
年
の
福
田
忠
昭

の

『史
料
物
語
』
(
本
節
第
二
項
註
①
)
詳

し
く
燭
れ
て
居
り
、
五

鹿
村
出
朋
氏
が

「
長
崎
異
國
風
景
」
(
昭
和
七
年
版
)
の

『長
崎
圖
書
館
』
の
節
に
て
、
之
を
紹
介
し
て
居

り
、
五

九
州
地
方
新
聞

の
之
を
紹
介
せ
る
も
の
少
く
な
い
が
、
そ
の
最

も
早
き
は
、
「
長
崎
日
々
新
聞
」
が
大
正
時
代
に
な
せ
る
も

の
ら
し
い

(増
田
廉
吉
氏
の
教
示
)。



次
に

「
犯
科
帳
」
引
用
の
具
艦
例
を
探

つ
て
見
る
に
、
私
の
知
る
限
り
次
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
多
く
が
数
例
を
引
合

に
出
せ
る
に
止
ま
る
。
e

前
記

「
長
崎
市
史
」
二
八
頁
、
⇔

大
正
十
五
年
に
成
れ
る
呉
秀
三
の

「
シ
ー
ボ
ル
ト
先
生
そ
の
生
涯
及

び
功
業
」
乙
篇
九
二
頁
以
下
.
⇔

昭
和
三
年
褒
刊

「
長
崎
談
叢
」
第

一
輯
所
載
神
代
紙
彦
の

『
ば
は
ん
雑
考
』

一
〇
八
頁
以
下
、

一
一
五
頁
以
下
、
口

同
上
増
田
廉
吉
氏

『
金
石
史
料
巡
り
挿
話
』
(
其

一
)
四
二
頁
以
下
、
五

拙
文

『
大
坂
奉
行
所
刑
事
判
決
例
二

十
七
題
』
(「
法
政
研
究
」
九
巻

一
號
)
二

一
二
頁
、
㈹

現
代
作
家
阿
部
知
二
氏
の

「
族
人
」
(初
め
昭
和
十
五
年
度

「
婦
人
公
論
」

に
連
載
、
後
更
め
て
出
版
)
中
に
挿
入
さ
る
。
尚
ほ

前
記

『
毛
剃
の
研
究
』
(
本
節
第
二
項
註
①
)
に
於
て
永
見
徳
太
郎
氏
が
、
毛
剃

の
モ
デ

ル
と
な
れ
る
事
件
は

「
犯
科
帳
」
に
記
載
せ
ら
れ
た
旨
を
記
し
て
ゐ
る
が
、

此
事
件
の
登
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、

「抜
荷

筋

二
付
御
鰯
書
井
御
仕
置
御
下
知
書
」
(
本
項
註
)
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
嚴
格
に
は

「
犯
科
帳
」
所
出
と
は
云

へ
な
い
の
で
あ
る

(
此

黙
増
田
廉
吉
氏
の
教
示
)
。

ω

長
崎
判
決
に
し
て
世

に
紹
介
せ
ら
れ
た
る
も

の
、
必
ず
し
も
少

い
と
云
ふ
の
で
は
な

い
。

私
の
現
在
知

る
限
り

の
も
の
で
あ
る
が
、
次
掲

の

長
崎
判
決
を
載
せ
た
る
刊
行
書

を
見
れ
ば
了
解
出
來

る
で
あ
ら
う
。

し
か
し
そ

の
事
件
敷
量
に
於

て
、
到
底

「
犯
科
帳
」

の
記
載

に
及
ぶ
べ

く
も
な

い
。
次

に
そ

の
書
目
を
塞
・ぐ
る
と
、
前
段

の
引
用
書
目
の

0
乃
至

日四
に
畢
げ
た
る
も

の
の
外
、

e

『
長
崎
虫
眼
鏡
」、
@

「
古
事
類

苑
」、
⇔

「徳

川
禁
令
考
後
聚
」、
日四

「
長
崎
志

正
編
」、
五

「
長
崎
略
史
」、
㈹

「
長
崎
年
表
」
(
昭
和
十
年
版
)
、

七

「
長
崎
根
元
記
」
(
「
海

表
叢
書
」
本
)
、
㈹

「
環
浦

叉
綴
」
(
「
新
百
家
説
林
」
本
)
、
九

「事

々
録
」
(
「
未
刊
随
筆
百
種
」
本
)
、
㈲

「通
航

一
覧
」
、

因

「
一
話

一

言
」
、
轡

「
月
堂
見
聞
集

」
(
國
書
刊
行
會
本
)
、
㊧

「
甲
子
夜
話
績
篇
」
、
㈲

「
績
法
窓
夜
話
」
、
…国
竹
越
輿

三
郎

「
日
本
経
済

更
」
、
十
六
姉
崎

正
治
氏

「
切
支
丹
傳
道

の
興
腹
」
、
「
切
支
丹
禁
制

の
終
末
」
、
凶

ロ
宅
助
氏

「
大
村
藩
古
切
支
丹
研
究
資
料
」
、

高
室

一
彦
氏

『
『
郡
崩
」

の

概
略
』
(
「
長
崎
談
叢

」
第

二
輯
)
等

の
宗
教
関
係

書
等

々
。

"

未
刊

の
古
文
献

中
長
崎
刑
事
判
決
を
傳
ふ
る
も

の
少
く
な

い
。

し
か
し
之
又
到
底

「
犯
科
帳
」
に
及

ぶ
べ
く

も
な

い
。
長
崎
判
決

に
し

て



江
戸
趣
伺

の
も
の
を
牧
載

せ
る

.「
御
仕
置
例
類
集
」
は
、

そ
の
多
く
を
傅
ふ
る
も
の
、

一
つ
な
り
と
錐
も
、
尚
ほ

四
百
五
十
件
程
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

其
他
長
崎
判
決

を
傳

へ
る
古
文
献
と
し
て
、

「
南
撰
要
類
集
」

(
之
は
伺

の
分
と
手
限

の
分
と
両
方
牧
む
)
、

「
公
裁
録
」
、

「
法
曹
後

鑑
」
、

「
刑
事
判
決
例
集

」

(
九
州
帝
國
大
學
法
制
史
研
究
室
藏
)
等

々
。
尚
ほ
挙

ぐ
る

こ
と
が
出
來

る
で
あ
ら

う
が
、
以
下

に
は

一

長
崎
奉
行
所

記
録
に
し
て
、
現
在
.長
崎
固
書
館
に
保
管
せ
ら

る
、
も

の
Σ
中
、

代
表
的

の
も

の
を
紹
介

し
て
置
く

こ
と
に
し
度

い
。
尤

も
、

そ
れ
等

に
記
載

せ
ら
れ
た
判
決

の
要
旨

に
し

て
、
、
「
犯
科
帳

」
に
登
載

せ
ら
れ
た
も
の
少
く
な

い
。

e

「
抜
荷
筋

二
付
御
鰯
書
井
御
仕
置
御

下
知
書
」
(
一
冊
)
、

⇔

「
於
肥
州
曇
崎
御
仕
置
者
御
下
知
並
伺
書
留
」

(
三
冊
、

全
部

「
犯
科
帳
」
牧
録
)

⇔

「
御
仕
置
筋
問
合
留
」
(
五

冊
)
、
日四

「
御
仕
置
伺

」
(
十

三
競
)
、
五

「
御
仕
置
附
」
(
四
冊
)
、

㈹

「
御
仕
置
例
附

」
(
六
冊
)
、

七

「
手
限
ロ
書
」
(
二
冊
)
、

㈹
「
「
ロ
書

下
」
(
二
十

二
冊
)
、
⑳

「請

鐙
文
帳
」

(
八
冊
)
等
々
。
尚
ほ

、
そ

の
多
く
は
完
本
た
ら
ざ
る
も
の
の
如
く
考

へ
ら
れ
る
。

長
崎
奉
行
所
記
録
に
し

て
、
侠
亡
に
露

し
た
も

の
少
く
な

い
と
考

へ
ら
れ
る
が
、

「
科
人
帳
」
と
題
す

る
帳
簿
な
ど
は
、

特

に
保
存
さ
れ

度
き
も
の
Σ

一
つ
で
な
か

つ
た
か
。

「
科
入
帳
」

の
存
在
し
た

こ
と
は
、

「
犯
科
帳
」
第
十
五
冊
の
無
宿
幸
之
助
に
關
す
る
記
録

の
朱
書
に

次

の
如
く
見
え
る
こ
と
に
依

つ
て
知
ら
れ
る
。

即
ち

『
此
者
延
享
四
卯

十
二
月
十
七
日
夜
西
古
川
町

二
而
召
捕
吟
味
之
上
非
人
手
下

二
申
付

候
趣
科
人
帳

二
有
之
候
犯
科
帳
留
落
と
相
見
候
云
々
』
。

「
犯
科
帳
」
第

二
十
四
冊
の
五
郎
八
に
關
す

る
記
録

の
朱
書

に

『
先
達
而
追
梯

と
有

之

ハ
溜
彿

二
候
哉
前
科
申
渡
留

二
不
相
見
候
』
と
あ
る
、

「申
渡
留
」
叉
同

じ
か
。

第
二
節
対
馬

藩

刑
事
判
決
録

奴
婢

被
成
下
井
返
上

寛
永
十
三
年
乃
至
寛
延
四
年
。
一
冊
。

科
人
帳

延
寳
八
年
乃
至
寛
延
三
年
。
一
一
冊
。



罰
責
類
聚寳

永
四
年
乃
至
天
保
五
年
。
一
五
冊
。

「罰
責
」
或
は

「罰
責
類
集
」
の
名
を
冠
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
今

「罰
責
類
聚
」
に
統
一
す
。

拝
領
奴
婢

郷
分

享
保
二
十
年
乃
至
文
久
三
年
。
四
冊
。

嚴
原
藩
人
被
下
帳

元
文
五
年
乃
至
寛
延
三
年
。
一
冊
。

竈
立
並
奴
婢

号
御
冤

寳
暦
二
年
乃
歪
天
明
四
年
。
一
冊
。

第

一
項

成

立

以
上
諸
暑
の
成
立
事
情
に
就

い
て
は
、
今
格
別
知
る
所
が
な
い
が
、
そ
の
所
出
の
判
決
例
が
寛
永
の
古
き
時
代
に
初
ま
る
所
か
ら

し
て
、
対
馬

藩
の
判
例
保
存
は
、
幕
府
よ
り
早
く
、
既
に
幕
初
よ
り
始
め
ら
れ
九
も
の
ε
想
像
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
市

し
て
、
右

の
諸
冊

は
、
そ
の

一
部
の
残
存
で
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

第
二
項

傳

本

之
等
の
諸
冊
は
、
対
馬

藩
の
刑
事
判
決
例
を
牧
録
す
る
簿
冊
で
あ
り
、
対
馬

藩
役
所
に
備
付
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
樹



ほ
そ
の
藩
主
た
り
し
宗
家
の
対
馬

0
倉
庫
に
保
存
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
元
來

一
の
別
本

も
存
せ
ざ
る
も
の
y
如
く
、

最
近
作
成
の
九
州
文
化
史
研
究
所
臨
爲
本
が
、
唯

一
の
副
本
で
あ
ち
う
。

第
三
項

内

容

「
奴
婢
被
成
下
井
返
上
」
は
、
奴
婢

刑
に
虚
せ
ら
れ
九
る
者
の
寄
託
先
及
び
寄
託
先
よ
り
の
返
上
を
記
録

せ
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
叉
當
時
の
刑
事
判
決
の
内
容
を
傳

へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
約
八
百
前
後
の
事
項
を
記
入
し
て
ゐ
る
。

「
科
人
帳
」
は
刑
事
判
決
の
要
旨
を
書
き
留
め
江
も
の
で
、

一
冊
約
二
百
件
前
後
記
入
が
普
通
で
あ
る
。
次
の

「罰
責
類
聚
」
と

共
に
、
対
馬
藩

の
代
表
的
刑
事
判
決
録
で
あ
つ
忙
ら
し
い
。

「罰
責
類
聚
」
叉
刑
事
判
決
の
要
旨
を
書
留
め
忙
も
の
で
、
約
六
干
件
前
後
が
記
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

「
拝
領
奴
婢

郷
分
」
は
、
奴
婢

刑
に
』魔
せ
ら
れ
た
る
者
の
赦
冤
、
そ
の
受
託
者
よ
り
の
返
上
、

病
死
、

年
限
増
減
、
『
拝
領
替
』

(寄
託
先
変

更
)
等
を
記
録

せ
る
も
の
で
、
又
當
時
の
刑
事
判
決
内
容
を
保
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
約
二
千
件
前
後

の
記
事
を
含
む
。

「
嚴
原
藩
人
被
下
帳
」
は
、
奴
婢

刑
執
行
の
要
旨
を
記
録
せ
る
も
の
、
但
し
法
例
二
混
入
、
二
百
籐
件
の
記
事
を
牧
む
。

「竈
立
並
奴
婢
号
御
冤
」
に
は
、
法
例
そ
の
他
も
散
見
す
る
が
、
奴
婢

刑
に
處
せ
ら
れ
た
る
者
の
赦
冤
、

返
上
、
奴
婢

刑
服
役
場

所
の
変
更
等
が
記
録
せ
ら
れ
、
叉
當
時
の
刑
事
判
決
内
容
を
保
存
す
る
。
記
事
四
百
件
前
後
。

尚
ほ
以
上
各
書
の
中
多
少
同

一
記
事
を
含
む
も
の
も
あ
れ
ご
、
概
し
て
夫

々
特
殊
記
事
を
牧
録
し
て
ゐ
る
。



第
四
項
価
値

之
等
諸
甜
に
比
肩
す
べ
き
対
馬
刑
事
判
決
録
、
他

に
あ
る
を
知
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
内
容
記
事
前
記
の
如
く
豊
富
に
し
て
、
且

つ
寛
永
の
古
き
ょ
り
幕
末
に
及
び
、
全
冊
ま
こ
と
に
貴
重
な
る
法
制
史
料

と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
そ
の
所
在
が
判
明
し
江

①

の
は
、
實
に
漸
く
数
年
前
の
こ
と
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

対
馬
判
決

を
世
に
紹
介
せ
る
も

の
殆
ん
ど
な
し
。

「
対
馬
島
誌
」
、

「
対
馬
近
代
史
」
等
が
漸
く

=

一
の
判
決
例
を
出
す

の
み
。

尚
ほ
対
馬

宗
家
所
藏

「
科
入
」
(
承
磨

二
年
-
寛

延
四
年
)
、

及
び

「
嚴
原
藩
人
被
下
順
」

(
享
保
五
年
-
延
享
五
年
)

(
二
者
九
州
文
化

史
研
究
所

に
て
副
本
作
成
)
等
は
、
対
馬

藩
刑
法
考
究

の
好
贅
料
で
あ
る
が
、
前
者
は
塵
刑
、

刑

の
赦
免

又
は
変
更
、
虎
刑
犯
人
の
動
静
等

を
記
録

せ
る
も

の
、
後
者

は
原
名

「
人
被
下
順

」
セ

あ
り
、
奴
婢

刑
に
塵
せ
ら
れ
た
る
者

の
受
託
者
名
を
列
記
し
、

各

々
の
受
託
年
月
、
人

敷

を
記
録

せ
る
も
の
で
あ
る
。

別

に
九
州
文
化
史
研
究
所
藏

「
家
來
拝
領
執

達
」
な
る
も

の
が
あ
る
が
、
之
は
対
馬

藩
高
級
武
士

の
末
前
香

椎
高
等
女
學
校
教
論
根
緒
順

氏
所
藏

の
、
奴
婢

刑
に
虎
せ
ら
れ
た
る
者
を
交
付
す
る
僻
令
書
を
、

桐

研
究
所

に
て
筆
爲
合
綴

一
本
を
成

せ
る

も

の
で
あ
る
。

九
州
帝
大
國
史
研
究
室
藏

「
奮
談
書
留
草
稿
」
に

『
岩
崎
佐
太
郎
(
喜
左
衛
門
父
後

正
太
夫
)
(
原
二
行
)
年
若
之
比
打
廻
頭
勤
し
か
仁
位
村

百
姓
何
某
子

ハ
正
路
成
し
か
父

ハ
強
欲
俵
悪
之
者

二
て
常

二
子

を
憎

ミ
け
る
或
日
牛

を
飼

二
住
て
手
間
入
た
り
と
怒
り
澆
を
以

其
子

を
打
郷

し
絡

二
打
殺
し
ぬ
村
中
も
其
子

の
正
路

二
し

て
父

か
強
悪
成
る
を
曾

ミ
不
慈

之
事
を
白
地
に
訴
し

故
罪
極
り
て
父

ハ
斬
罪

二
被
仰
付
た
り
其

時
佐
太
郎
申
出

け
る

ハ
父
儀

ハ
不
慈
之
罪
を
以
命

を
御
取
可
被
成
候
庭
子

ハ
其
身
江
之
不
慈
之
罪

二
依

て
父
を
殺
さ
れ
ぬ

其
身
故

二
父
の
殺

さ
れ
し
此
子
之
不
孝
之
罪

ハ
子
之
死
後
何
を
以
御
罰
し
可
被
成
哉
と
申
出
け
れ

ハ
老
職

之
衆
議

区

≧
二
し

て

中

二
も
大
浦
忠
左
衛
門
兼
而
不

慈
之
聞
込
有
リ

て
不
同

心

二
有
之
議

定

一
両
月
も
過
け
れ

ハ
其
子
之
死
後

二
も
其
者
不
孝
之
罪
を
議
す
る
道

理
可
有
之
哉
と

碩
儒
雨
森
東
五

郎
ぬ
御
尋
有
け
れ
は
東

五
郎
御
答
申
け
る

ハ
父

ハ
子
之
爲

二
罰
し
ら
わ
な
バ
子

二
不
孝
を
罰

し
ら
る

エ
ハ

法
也
佐
太
郎
か
申
出
る
虜
道
理
也

と
答

へ
け
れ

ハ
右
父
な
6
ず
姓

ハ
一
命

を
助
ら
れ
他
村
ぬ
永
代
」双

二
被
仰
付
と
な
り
』

と
見
え
る
が
、

此
種

の
燈
裁
に
て
対
馬

判
例

を
傳
ふ

る
も

の
も
少

い
で
あ
ら
う
。



第
三
節

小

城
藩

刑

事

判

決

録

罰
帳

天
和
二
年
乃
至
安
政
二
年
。
一
二
班
。

郡
方
罰
帳寳

永
七
年
乃
至
明
治
元
年
。
一=

冊
。

第

國
項

成

立

「
罰
帳
」
及
び

「
郡
方
罰
帳
」
は
、
佐
賀
鍋
島
藩
の
支
藩
小
城
鍋
島
藩
の
刑
事
判
決
集
で
あ
り
、
小
城
藩

の
編
纂
に
か
ゝ
る

も
の

で
あ
る
が
・
そ
の
羅

開
始
響

不
明
で
あ
る
・

し
か
し
そ
の
記
事
内

容
か
ら
し
て

(
天
和
の
事
件
に

初
ま
る
)・
既
に

早
く
・
幕

府
の
判
例
保
存
開
始
後
間
も
な
く
稜
起
せ
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

①

序
言
註
。

第
二
項

傳

本

「
罰
帳
」
及
び

「
郡
方
罰
帳
」
は
元
來
、
原
本

一
種
が
小
城
藩
廃
に
備

へ
ら
れ
た
に
止
ま
る
ら
し
い
。
只
幕
末
頃
作
成
と
推
定
せ

ら
れ
る

「
罰
帳
」
の
副
本
が

一
部
存
す
る
。
此
源
本
、
此
副
本
共
に
佐
賀
縣
小
城
町
鍋
島
家
内
庫
所
に
現
存
す
る
。
九
州
文
化
史
研



究
所
最
近
そ
の
副
本
作
成
。

第
三
項

内

容

「
罰
帳
」
及
び

「
郡
方
罰
帳
」
は
、
武
士
、
信
侶
、
百
姓
,
町
人
そ
の
他

一
般
庶
民
に
対
す

る
刑
事
判
決
の
要
旨

(
そ
の
後
の
赦

冤
等
併
記
)
を
記
録
せ
る
も
の
で
あ
る
。

「
罰
帳
」
牧
録
の
判
決
は
、

主

と
し
て
小
城
そ
の
他
の
町
方
の
事
件
で
あ
り
、

「
郡
方
罰
帳
」
に
は
村
方
の
事
件
が
多
く
牧
載
せ

ら
れ
て
ゐ
る
。
伺
ほ

「
罰
帳
」
は
小
城
の
評
定
所
の
判
決
を
、

「
郡
方
罰
帳
」
は
郡
代
、

代
官
を
通
じ
て
郡
方
役
所
に
て
判
決
せ
る

も
の
を
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
そ
の
爲
め
に
、
此
別
個
の
名
稽
が
附
け
ら
れ
忙
も
の
で
あ
ら
う
。

そ
の
記
載
判
決
は
、
前
掲
の
如
く
、
天
和
二
年
に
初
ま
り
幕
末
明
治
に
及
び
、
半
紙
綴
の
簿
冊
は
、
厚
薄
様

々
で
あ
る
が
、
小
甜

に
し
て
激
十
件
、
普
通
冊
に
し
て
二
百
前
後
、
大
冊
に
し
て
約
三
百
に
至
る
事
件
を
牧
録
し
て
ゐ
る
。

第
四
項
価
値

之
等
判
決
録
は
、
近
世
前
半
期
中
葉
以
來
の
小
城
藩
刑
政
を
傳

へ
て
最
も
詳
細
な
る
、
而
し
て
彪
然
た
る
大
判
例
集
で
あ
つ
て
、

ま

こ
と
に
貴
重
な
る
法
制
史
料

と
云
は
ね
ば
な
ら
な
回
。
然
る
に
、
從
來
全
然
世
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
な
く
、
前
記
内
庫
所
の
塵
埃

に
埋
も
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

④

内
庫
所
は
、別
に
「會
所
罰
帳
抜
書
」な
る
も
の
を
藏
し
て
ゐ
る
が
、現
存
一
冊
、勿
論
「罰
帳
」、
「
郡
方
罰
帳
」
に
此
肩
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。



第
四
節

熊
本
藩

刑
事
判
決
録

訣
伐
帳

慶
安
四
年
乃
至
文
久
三
年
。
一
四
冊
。

組
父
母
父
母
を
殺

天
和
二
年
乃
至
安
政
六
年
。
一
冊
。

詐
偽

寳
暦
五
年

乃
至
天
保

五
年
。
四
冊
。

盗
賊

寳
暦
五
年
乃
至
萬
延
六
年
。
九
冊
。

雑

犯

寳
暦
五
年
乃
至
弘
化
四
年

。
八
冊
。

人
命

寳
暦
五
年
乃
至
天
保
五
年

。
四
冊
。

闘

殴

寳
暦

五
年
乃
至
慶
應

二
年
。
七
冊
。



姦

犯

寳
暦

五
年
乃
至
天
保
五
年
〇

三
冊
o

例

寳
暦

五
年
乃
至
慶
應

三
年
。
六
冊
。

出

奔

寳
暦

六
年
乃
至
安
政

六
年
。
六
冊
。

奔

亡

寛
政

三
年
乃
至
丈
化
元
年
。

一
冊
。

御

定

法

背
嘉
永
五
年
乃
至
萬
延
元
年
。
二
冊
。

口
書

正
徳
二
年
乃
至
慶
應

三
年
。

一
三
六
班
。

第

潮
項

成

立

以
上
の
熊
本
藩
刑
事
判
決
録
は
す
べ
て
、
藩
主
た
り
し
細
川
家
の
現
藏
す
る
所
で
あ
り
、
藩
役
所
に
て
纂
輯
せ
ら
れ
た
る
も
の
で

あ
る
こ
と
疑
な
い
。
但
し
そ
の
編
纂
の
事
何
時
に
始
ま
る
か
定
か
で
な
い
。
尤
も

「
誅
伐
帳
」
に
依
れ
ば
、
慶
安
年
間
の
判
例
が
見

儀



ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
既
に
早
く
、
殊
に
幕
府
に
先

ん
じ
て
、
判
例
保
存
の
事
が
構
ぜ
ら
れ
た
こ
を
は
事
實
で
あ
ら
う
。

①

序
言
註
所
引
参
照
。

②

判
例
に
対
す
る
熊
本
藩
の
態
度
に
關
し
て
、
後
の
も
の
乍
ら
、
熊
本
藩
の
編
纂
と
思
は
れ
る

「熊
本
藩
御
刑
法
草
書
附
例
」
の
天
保
十
年
の

序
文
参
看
、
尚
ほ
そ
の
全
文
及
び
本
書
の
解
説
、
三
浦
周
行

「
続法
制
史
の
研
究
」
一
四
五
七
頁
に
見
ゆ
。

第
二
項

傳

本

之
等
諸
書
、
現
在
熊
本
市
細
川
家
別
邸
北
岡
文
庫
所
藏
本
以
外
に
、
そ
の
類
本
副
本
あ
る
を
知
ら
な
い
。
實
に
、
門
外
不
出
、
秘

庫
に
深
く
藏
せ
ら
れ
る
孤
本
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
酒

第
三
項

内

容

以
上
諸
冊
は
、
主
と
し
て
庶
民
に
対
す

る
刑
事
判
決
例
を
傳

へ
る
も
の
で
あ
る
が
、
就
中
最
も
大
部
な
る
は
百
三
十
六
柵
の

「
口

書
」
で
あ
る
。
そ
の
各
甜
美
濃
中
版
型

(
?
・)
厚
様
紙
七
百
枚
前
後

(
簿
珊
の
厚
さ

一
尺
二
三
寸
に
及
ぶ
)
を
標
準
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
稀
有
の
彪
然
江
る
大
刑
事
判
決
例
集

で
あ
る
。
而
し
て
、
そ
の
記
事
年
次
は
、
實
に
慶
安
時
代
よ
り
明
治
の
初
年
に
及
ぶ
の

で
あ
る
。
尚
ほ

そ
れ
は
、
「
肥
後
熊
本
聞
書
」
の

『徒
刑
之
事
』
の
條
に

、

糺
方
相
濟

ロ
書
證
渡
決
罪
迄

ハ
入
牢
致
さ
せ
置
刑
法
方

へ
口
書
を
出
し
候
得
者
云
々

熊
本
藩
法
例
書

「
御
條
目
爲
』
起



一
穿
墾
の
出
入
…
…
鞠
間
を
得
口
書
明
白
た
る
へ
き
事

全
じ
く
熊
本
の

「
奮
章
略
記
」
の

『
御
刑
法
方
』

の
條

に

一
御
刑
法
方
御
会
議

寛
延
比
迄

ハ
御
穿
墾
所
汐
口
書
達

二
相
成
候
上
御
奉
行
所
御
目
附
寄
合

二
而
会
議

相
決
御
家
老
御
中
老
ぬ
差

廻
候
與
相
見
申
候

「官
職
制
度
考
」
(
「
肥
後
文
献
叢
書
」
本
)

一
二
三
頁
に

此
府

ハ
叉
推
二鞠
訟
獄
一弾
二糺
罪
名
一其
渤
帖
ヲ
以
刑
法
方
奉
行

昌
達

ス
云
々

な
ざ
と
見
え
る
跡
書
の
、
集
大
成
で
あ
る
。

そ
の
他
は
刑
事
判
決
の
要
旨
を
書
き
留
め
尤
も
の
で
あ
る
が
、
「
　

帳
」
は
美
濃
版
型

(?
・)
紙
綴
、
そ
の
厚
さ

一
尺
二
寸
位
を

普
通
珊
と
し
、
そ
の
他
の
諸
書
は
、
半
紙
五
十
枚
前
後
を
普
通
と
す
る
簿
朋
で
あ
つ
た

。

第
四
項
価
値

熊
本
刑
政
の
實
際
を
物
語
る
刑
事
判
決
例
を
保
存
し
て
、
之
等
諸
珊
に
及
ぶ
も
の
、
全
く
存
在
し
な
い
。
之
叉
甚
だ
珍
重
す
べ
き

近
世
法
制
史
料
で
あ
る
の
で
あ
る
。

①

熊
本
藩
刑
事
判
決
例
に
し
て
世
に
紹
介
せ
ら
れ
た
る
も
の
殆
ん
ど
存
し
な
い
。
小
野
武
夫
氏

「近
代
村
落
の
研
究
」
三
四
七
頁
以
下
に
一
例

山
田
熊
三
郎
氏

「制
度
考
」
一
四
二
頁
以
下
に
数
例
を
見
る
の
み
。

熊
本
細
川
家
別
邸
現
藏
の
「遠
慮
帳
」
(
元
緑
十
三
年
-
慶
安
三
年
)
二
七
冊
、

「御
唇
差
知
帳
」

(寛
政
五
年
ー
天
保
九
年
)
七
冊
の
如



き
又
刑
事
判
決

例
集

で
あ
る
が
、
主
と
し
て
武
家
等

に
対
す

る
虜
臨

例

の
集
録
で
あ
る
。
叉
例

へ
ば

「疸
放
帳
」

(
享
保
十
年
-
十
七
年
)
、

「
小
盗
答
刑
」
(
寳
暦
五
年
ー
文
政

八
年
)
、
「
死
刑

一
巻
帳
」

(
文
政
元
年
-
十
年
)
、

「
徒
刑
以
下
窺
知
例
略
頭
書
」

(
天
保

三
年
)
と
題
す

る
も
の
な
ど
存
す
る
が
、

い
つ
れ
も
本
篇
解
説

の
諸
冊
に
比
肩
し
得
る
も

の
で
は
な

い
。

刑
事
判
決
例
を
も
傳
ふ
る
當
時

の
藩

記
録

に
至

つ

て
は
、
今
同
同
邸

に
残

存
し
て
ゐ
る
も
の
の
み
で
も
彩
し
き
敷
量
に
上
る
が
、

勿
論
解
説

の
逞
を
有

し
な

い
。
伺
ほ
、
細
川
家
藏
以
外

の
も

の
と
し

て
は
、
前
掲

「
熊
本
藩
御
刑
法
草
書
附
例
」

(
元
細
川
家
藏
本
と
考

へ
ら
れ
る
が
)
が
先
づ
第

一
に
畢
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

(
以
上
の
中
第

一
節
は
、
日
本
學
術
振
興
會

の
援
助
を
仰
げ

る

【
長
崎
犯
科
帳

の
研
究
」

の

一
節
で
あ
る
)
。


